
日本郵便株式会社へマイナンバーカード関連事務の委託開始

協議書取り交し

•事務取扱い郵便局

•取扱う事務の範囲

•取扱い期間

市議会の議決

•３月定例会において、
郵便局の指定に係る議
案及び関連予算を提出

事務委託契約締結

•日本郵便株式会社東
北支社と事務委託契
約

事務委託開始

•マイナンバーカード
交付申請の受付事務
を開始

R6.1.30 R6.3月 R6.11月

郵便局

①申請受付
③写真撮影

⑤J-LISへ申
請ﾃﾞｰﾀ送付

市町村

②住基ﾃﾞｰﾀ
で本人確認
④ﾋﾞﾃﾞｵ通話
にて本人確
認

J-LIS
（地方公
共団体情
報システ
ム機構）

申請者

⑥カードを作成し、
市町村へ送付

⑦市町村から申請者へ
カード郵送

郡山郵便局

郡山郵便局 郡山市朝日２－２４－６
●マイナンバーカードの新規発行事務（申請時に郵便局来局）

※郵便局で申請を受け付け、市職員がビデオ通話で本人確認を行い、後日市役
所から申請者のご自宅にカードを郵送する。

郡山市役所
（マイナンバーカードセンター）

個人がスマホ等で
行う操作と同一

日本郵便株式会社東北支社とマイナンバー関連事務の委託契約を締結し、郡山郵便局においてマイナンバーカードの交付申請
（申請時来庁方式）の受付を開始する。 ※開始予定日 2024年12月２日（月）

R6.12.２～

2024年 11月 定例市長記者会見
資料７ 市民部マイナンバー活用課

１ 事務を取り扱う郵便局

４ 事務委託開始までのスケジュール

２ 取り扱う事務の範囲

３ 取扱い開始日及び時間

2024年12月２日（単年度契約・双方の合意による契約更新を予定）
取扱時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時


